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▼
▼
編
集
後
記
▲
▲ 

名
称
は
そ
の
ま
ま
で
も
、
明
治
以
降
は
様
相
も
目
的
も
変
わ
っ
た
と
い
う

印
象
が
あ
り
ま
す
。
旧
軍
の
大
き
な
施
設
が
あ
っ
た
他
の
市
町
と
異
な
り
、

下
関
は
要
塞
と
し
て
独
特
の
形
で
今
日
に
至
っ
た
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。 

例
に
よ
っ
て
、
内
容
に
関
す
る
責
任
は
全
て
支
部
長
に
あ
り
、
特
に
規
則

等
に
定
め
て
あ
る
も
の
以
外
は
私
の
個
人
的
見
解
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
ご
意
見
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
遠
慮
な
く
お
知
ら
せ
下
さ
い
。 

 
下
関
戦
跡
シ
リ
ー
ズ
６
回
目
、
下
関
要
塞
後
編
で
す
。
前
回
は
前
編
と
し

て
明
治
期
ま
で
で
し
た
が
、
後
編
で
は
そ
の
後
の
大
正
・
昭
和
を
経
た
現
状

ま
で
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
と
し
ま
す
。 

た

い

し

も

通

信

 
日
露
戦
争
終
結
後
の
明
治

38

年(

1905

年)

、
全
国
の
要
塞
の
整
理
に
つ
い

て
の
議
論
が
始
ま
り
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
多
く
の
要
塞
の
統
廃

合
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
下
関
要
塞
で
も
従
来
の
関
門
防
衛
だ
け
で
は
な
く
、

北
部
九
州
沿
岸
ま
で
カ
バ
ー
す
る
防
御
ラ
イ
ン
の
前
進
が
検
討
さ
れ
る
と

と
も
に
、
豊
後
水
道
を
守
る
豊
予
要
塞
設
置
が
決
定
、
そ
の
結
果
周
防
灘
防

御
の
必
要
性
が
な
く
な
り
、
関
連
す
る
砲
台
・
堡
塁(

砲
台
防
御
用
陣
地)

の

ほ
と
ん
ど
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。
唯
一
、
金
比
羅
山
堡
塁
は
演
習
用
砲
台
と
し

て
昭
和

20

年
の
終
戦
ま
で
存
続
し
ま
し
た
。
実
情
は
一
時
的
に
せ
よ
周
辺

に
大
日
本
帝
国
を
脅
か
す
敵
国
が
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
沿
岸
防
備
の
ニ

ー
ズ
が
激
減
し
、
加
え
て
関
東
大
震
災
に
伴
う
修
理
費
捻
出
の
た
め
、
陸
軍

は
要
塞
地
帯
を
整
理
し
て
不
要
用
地
を
町
村
に
払
い
下
げ
る
こ
と
に
し
た

よ
う
で
す
。 

◆
明
治
末
期
の
要
塞
整
理 

◆
現
在
の
砲
台
跡
の
状
況 

【
角
島
】
砲
側
庫
や
付
属
建
物
が
多
く
残
る
が
殆
ど
が
私
有
地
化
（
一
部
住
居

と
し
て
利
用
） 

【
観
音
崎
】
門
柱
等
施
設
跡
が
あ
り
軍
道
を
辿
る
と
砲
座
や
塹
壕
、
掩
体
が

散
在 

【
蓋
井
島
】
数
多
く
の
遺
構
が
状
態
よ
く
残
る(

偽
砲
あ
り) 

【
白
島
】
砲
座
、
兵
舎
残
る
が
石
油
備
蓄
基
地
の
た
め
一
般
人
立
入
禁
止 

【
沖
ノ
島
】
遺
構
が
残
っ
て
い
る
が
島
全
体
が
神
域
で
通
常
は
立
入
禁
止
（
上

陸
機
会
は
あ
り
） 

【
大
島
】
観
測
所
、
砲
座(

洞
窟
砲
台)

等
保
存
さ
れ
て
お
り
状
態
は
良
い 

①
蓋
井
島
第
一
砲
台
、
②
大
島
砲
台
、
③
白
島
砲
台
、
④
観
音
崎
砲
台
、

⑤
蓋
井
島
第
二
砲
台
、
⑥
沖
ノ
島
砲
台
、
⑦
角
島
砲
台 

各
砲
台
は
昭
和

10

年(

1935

年)

か
ら
太
平
洋
戦
争
前
の
昭
和

15

年(

1940

年)

ま
で
に
竣
工
し
ま
し
た
。
敵
艦
船
、
特
に
潜
水
艦
の
脅
威
を
排
除
し
航
路

の
安
全
を
護
る
こ
と
が
主
任
務
と
な
り
、昭
和

16

年(

1941

年)

７
月
の
準
戦
備

下
令
で
下
関
要
塞
重
砲
兵
聯
隊
の
各
中
隊
が
砲
台
に
配
備
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
態
勢
で
大
東
亜
戦
争
に
突
入
し
ま
す
が
、
昭
和

20

年(

1945

年)

に
は
本
土
決

戦
に
備
え
て
火
砲
を
本
土
に
転
移
、
洞
窟
砲
台
を
構
築
中
に
終
戦
を
迎
え
て

い
ま
す
。 

戦
争
末
期
に
は
主
な
防
護
対
象
が
北
九
州
の
軍
関
連
施
設
、
特
に
小
倉
の

造
兵
廠
と
な
り
、
対
処
目
標
も
海
峡
を
通
る
艦
船
か
ら
高
空
の
飛
行
機
へ
と

変
わ
り
、
装
備
も
要
塞
砲
か
ら
高
射
砲
へ
と
変
わ
っ
て
い
ま
す
。 

◆
昭
和
期
の
要
塞
再
整
理 

昭
和
期
に
入
っ
て
も
要
塞
整
理
の
議
論
は
続
き
ま
し
た
が
、
昭
和
６
年

(

1931

年)

の
満
州
事
変
以
後
、
中
国
だ
け
で
は
な
く
ソ
連
と
も
緊
張
状
態
が

高
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
本
土
と
大
陸
間
の
往
来
は
軍
の
行
動
を
含
め
、
あ
ら

ゆ
る
も
の
が
対
馬
海
峡
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
新
た
な
防

衛
ラ
イ
ン
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
昭
和
９
年(

1934

年)

に

要
塞
再
整
理
が
発
布
さ
れ
、
下
関
要
塞
は
朝
鮮
海
峡
要
塞
系(

鎮
海
湾(

釜

山)

、
対
馬
、
壱
岐
、
下
関)

の
一
部
と
な
り
、
下
関
要
塞
領
域
の
各
島
嶼
に

砲
台
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
以
下
、
新
た
に
築
城
さ
れ
た
砲

台
で
す
。 

 


